
市立周桑病院　　　　℡64－2630
共立病院　　　　　　℡64－2662
渡部内科病院　　　　℡64－1200
あおの循環器科　　　℡68－3300
飯尾耳鼻咽喉科　　　℡65－4555
伊藤医院　　　　　　℡64－2384
井上医院　　　　　　℡64－2433
今井クリニック整形外科　℡68－8118
浦部医院　　　　　　℡72－3266
奥田外科医院　　　　℡64－3331

キッズクリニックパパ　℡76－1788
茎田医院　　　　　　℡66－0555
黒田医院　　　　　　℡64－3780
河野内科　　　　　　℡73－2950
近藤クリニック　　　℡64－2760
佐伯産婦人科　　　　℡64－1166
周桑同仁医院　　　　℡68－7233
角産婦人科　　　　　℡64－3168
田中内科　　　　　　℡66－1700
田渕外科　　　　　　℡65－5651

玉置内科小児科　　　℡66－3735
中村医院　　　　　　℡66－0606
中村内科胃腸科　　　℡68－4976
平田クリニック　　　℡76－2256
村上内科皮膚科医院　℡72－2436
森内科　　　　　　　℡64－5858
安永クリニック　　　℡64－5760
行本医院　　　　　　℡66－0609
弓山外科　　　　　　℡64－3182

ながい小児科　　　　℡53－7707
日野外科医院　　　　℡57－8881
星加医院　　　　　　℡55－2002
星加小児科内科ＦＣ　℡55－3105
松浦皮膚科医院　　　℡55－2346
宮島小児科医院　　　℡55－2615
矢野外科胃腸科医院　℡55－1777
吉峯耳鼻科　　　　　℡56－5101
和田内科皮膚科　　　℡55－0515
大保木診療所　　　　℡59－0005

回生堂医院　　　　　℡55－3101
こもだ医院　　　　　℡56－9511
サカタ産婦人科　　　℡55－1103
坂根医院　　　　　　℡55－4021
佐藤クリニック　　　℡57－8200
篠原内科外科耳鼻科　℡56－3521
高橋こどもクリニック　℡55－0776
土岐医院　　　　　　℡56－2090
としもり内科　　　　℡53－6300
とのやまクリニック　℡47－2525

西条中央病院　　　　℡56－0300
済生会西条病院　　　℡55－5100
村上記念病院　　　　℡56－2300
まなべ病院　　　　　℡57－7011
西条愛寿会病院　　　℡55－2300
あおのクリニック　　℡52－1155
秋山医院　　　　　　℡56－0885
あぜち内科　　　　　℡52－1630
石川内科　　　　　　℡56－2008
加藤クリニック　　　℡55－5036

市内東部（市外局番「0897」）

市内西部（市外局番「0898」）

ご協力を！　― 医療機関での受診について ―
①　事前に、かかりつけ医と発熱時の対応を相談しておく。
②　救急外来時間帯での救急以外の受診を控える。（平日昼間の受診を！）
③　症状がないにもかかわらず、念のための検査目的での受診を控える。
④　発熱などの症状があるときは、あらかじめ医療機関に電話して受診する。

　新型インフルエンザの流行で、市内の
医療機関は大変混雑しています。
　円滑・安全に受診できるよう、右記の
ことについて、市民の皆さまのご協力を
お願いいたします。

問合せ　　○中央保健センター　℡0897－52－1215　　○東予保健センター　℡0898－64－5333
　　　　　○丹原保健センター　℡0898－68－7300　　○小松保健センター　℡0898－72－6363

横山病院　　　　　　℡72－2121
飯尾皮膚科泌尿器科　℡64－5577
いしづちやまクリニック　℡68－8885
加藤整形外科医院　　℡68－5850
くしべ整形外科　　　℡76－7555

こまつ医院　　　　　℡72－5862
周桑こころのクリニック　℡68－5335
園延整形外科　　　　℡64－0660
長山眼科　　　　　　℡64－5588
壬生川耳鼻咽喉科　　℡76－1112

福田医院　　　　　　℡68－7243
まつうら小児科　　　℡64－0460
松田循環器科内科　　℡76－1117
森山内科　　　　　　℡65－4332
中川診療所　　　　　℡73－2511

西条道前病院　　　　℡56－2247
伊藤医院　　　　　　℡53－2177
かりやま整形外科　　℡47－1717

つだ眼科ピコリック　℡55－7700
弁財天耳鼻咽喉科　　℡58－5959
松永耳鼻咽喉科医院　℡53－7171

松本整形外科　　　　℡52－1011
山元眼科　　　　　　℡55－0155
米田脳神経外科　　　℡56－9165

　ワクチンの接種は下記の医療機関に相談・申し込みの上、接種してください。なお、青色で記載の医療機

関は、接種できる方を限定しているため、かかりつけの方でも接種できない場合があります。

生活保護世帯・市民税非課税世帯の優先接種対象者に対する助成

西条市独自の優先接種対象者の方に対する助成

　新型インフルエンザワクチンの接種費用は、全国一律で１回目＝3,600円、２回目＝2,550円（１回目と
異なる医療機関で接種する場合は 3,600円）です。国・県・市では接種に係る費用の経済的負担を軽減す
るため、生活保護世帯・市民税非課税世帯の優先接種対象者に対して接種費用の助成を行います。
　また、西条市では独自に、一部の優先接種対象者に対する助成を行います。

■助成方法
　○愛媛県内の医療機関で接種する場合
　　助成に必要な書類（下表参照）を準備・記入してから、接種時に医療機関窓口へ書類を提出してくだ
　さい。書類に不備等がない限り、接種費用を支払う必要はありません。

　○愛媛県外の医療機関で接種する場合
　　医療機関窓口で接種費用を支払い、助成に必要な書類（下表参照）を持って、各保健センター、市庁
　舎別館５階会議室、各総合支所市民福祉課のいずれかで申請をしてください。後日、指定の口座に助成
　金を振り込みます。

■助成の対象者・助成率・助成に必要な書類

生活保護世帯の優先接種対象者

助成の対象者 助成率
助成に必要な書類

県内で接種の場合 県外で接種の場合

１００％

１００％
世帯員の全員が市民税非課税の
優先接種対象者

・被保護者証明書
・助成金交付申請書
・代理受領委任状

・市民税非課税証明書
・助成金交付申請書
・代理受領委任状

・接種費用の領収書
・新型インフルエンザ予防
　接種済証
・普通預金通帳
・印鑑（スタンプ印は不可）

※被保護者証明書は市庁舎別館社会福祉課、各総合支所市民福祉課で交付します。市民税非課税証明書は市庁舎本館納税
　課、東予総合支所税務課、丹原・小松総合支所総務課（税務係）で交付します。助成金交付申請書と代理受領委任状も
　各担当課であわせてお渡しします。

■助成方法
　医療機関窓口で接種費用を支払い、助成に必要な書類（下表参照）を持って、各保健センター、市庁舎
別館５階会議室、各総合支所市民福祉課のいずれかで申請をしてください。後日、指定の口座に助成金を
振り込みます。

■助成の対象者・助成率・助成に必要な書類

助成率 助成に必要な書類

１００％

２分の１

３分の１
①～③の対象者のうち、身体上の理由で予防接種
ができない方の保護者等

⑤

④

１歳～小学校３年生

１歳未満の小児の保護者

基礎疾患のある方

医療従事者、妊婦

助成の対象者（いずれも市民税課税世帯の方）

③

②

①

・接種費用の領収書

・新型インフルエンザ予防接種済証

・普通預金通帳

・印鑑（スタンプ印は不可）
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